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第
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
一
項
」に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

中
「
第
百
四
十
四
条
の
十
七
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
九
」
に
、「
第
百
四
十
四
条
の
十
の
」
を
「
第
百
四
十
四
条

の
十
一
の
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
一
条
第
一
項
中
「
、
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
に
、「
及
び
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
、
第
二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
第
二
百
九
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
二
百
九
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

会
社
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
百
七
十
二
条
第
三
項
（
第
三
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
商
品
取
引
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
五
十
三
条
中
「
第
八
百
六
十
八
条
第
五
項
、
第
八
百
七
十
条
第
二
項
（
第
五
号
」
を
「
第
八
百
六
十
八
条
第

六
項
、
第
八
百
七
十
条
第
二
項
（
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
第
二
項
中
「
委
員
会
等
設
置
会
社
」
を
「
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
」
に
改
め
る
。

第
三
百
七
十
四
条
第
三
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、「
第
百
四
十
四
条
の
十
一
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条

の
十
二
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
十
九
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
二
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
十
三

第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百
四
十
四
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第

百
四
十
四
条
の
二
第
八
項
」
に
、「
第
百
四
十
四
条
の
十
一
第
四
項
、
第
百
四
十
四
条
の
十
二
第
三
項
又
は
第
百
四
十

四
条
の
十
九
第
四
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
二
第
四
項
、
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
三
項
又
は
第
百
四
十
四
条

の
二
十
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
百
四
十
四
条
第
五
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
百

四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
第
六
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
第

六
項
」
に
、「
第
百
四
十
四
条
の
十
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
一
第
二
項
」
に
、「
第
百
四
十
四
条
の
十
七
」

を
「
第
百
四
十
四
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
隠
ぺ
い
し
た
」
を
「
隠
L
し
た
」
に
改
め
る
。

（
商
品
先
物
取
引
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
五
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
商
品
先
物
取
引
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
商
品
先

物
取
引
法
」
と
い
う
。）第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
組
織
変
更
計
画
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
組
織
変
更

時
発
行
株
式
（
旧
商
品
先
物
取
引
法
第
百
二
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
組
織
変
更
時
発
行
株
式
を
い
う
。）に
つ
い

て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
商
品
先
物
取
引
法
第
百
三
十
一
条
の
七
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

施
行
日
前
に
合
併
契
約
が
締
結
さ
れ
た
旧
商
品
先
物
取
引
法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
又
は

新
設
合
併
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
輸
出
入
取
引
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

輸
出
入
取
引
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
、
第
二
項
第
三
号
及
び
」
を
「
並
び
に
第
二
項
第
三
号
及
び
」
に
、「
第
七
項
及
び
第
九
項

第
三
号
」
を
「
第
八
項
及
び
第
十
項
第
三
号
」
に
、「
、
第
二
項
第
三
号
並
び
に
」
を「
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に
」

に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
第
六
十
三
条
の
四
第
四
項
、
第
六
十
三
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
六
第

四
項
」
を
「
第
六
十
三
条
の
四
第
五
項
、
第
六
十
三
条
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
六
第
五
項
」に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
六

十
三
条
の
四
第
四
項
、
第
六
十
三
条
の
五
第
六
項
又
は
第
六
十
三
条
の
六
第
四
項
」
を「
第
六
十
三
条
の
四
第
五
項
、

第
六
十
三
条
の
五
第
七
項
又
は
第
六
十
三
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
十
三
条
の
四
第
四
項
、第
六
十
三
条
の
五
第
六
項
及
び
第
六
十
三
条
の
六
第
四
項
」

を
「
第
六
十
三
条
の
四
第
五
項
、
第
六
十
三
条
の
五
第
七
項
及
び
第
六
十
三
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
条
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
監

査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
と
そ
れ
以
外
の
取
締
役
と
を
区
別
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項

第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
中
「
第
六
十
三
条
の
四
第
四
項
、
第
六
十
三
条
の
五
第
六
項
」
を
「
第
六
十
三
条
の
四
第

五
項
、
第
六
十
三
条
の
五
第
七
項
」
に
、「
第
六
十
三
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
六
十
三
条
の
六
第
五
項
」に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
団
体
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
二
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
協
同
組
合
法
第
三
十

五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
者
を
監
事
に
選
任
し
て
い
る
協
業
組
合
の
監
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
関
す
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
団
体
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
二
十
三
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
協
同
組
合
法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
輸
出
入
取
引
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
輸
出
入
取
引
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
輸
出
入
取
引
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
協
同
組
合
法
第
三
十
五
条
第
六
項
に
規

定
す
る
者
に
該
当
す
る
者
を
監
事
に
選
任
し
て
い
る
輸
出
組
合
の
監
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
最
初
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
関
す
る
通
常
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
輸
出
入
取
引
法（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
輸
出
入
取
引
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
協
同
組
合
法
第
三

十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
輸
出
組
合
の
子
会
社
（
旧
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
協
同
組
合
法
第

三
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。）の
株
式
又
は
持
分
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
に
係
る
契
約
が
締
結

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
新
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
協
同

組
合
法
第
五
十
一
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
合
併
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
輸
出
組
合
の
合
併
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
協
同
組
合
法
第
三
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
者
を
監
事
に
選
任
し

て
い
る
輸
入
組
合
の
監
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
関
す
る
通
常
総
会
の

終
結
の
時
ま
で
は
、
新
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
新
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
新
協
同
組
合
法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

施
行
日
前
に
輸
入
組
合
の
子
会
社
（
旧
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
輸
出
入
取
引
法
第

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
協
同
組
合
法
第
三
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。）の
株
式
又

は
持
分
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
新
輸
出
入

取
引
法
第
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
新
輸
出
入
取
引
法
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
協
同
組
合

法
第
五
十
一
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

施
行
日
前
に
合
併
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
輸
入
組
合
の
合
併
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
商
工
会
議
所
法
等
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
八
百
六
十
八
条
第
五
項
、
第
八
百
七
十
条
第
二
項
（
第
五
号
」を「
第

八
百
六
十
八
条
第
六
項
、
第
八
百
七
十
条
第
二
項
（
第
六
号
」
に
改
め
る
。

一

商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
六
十
条
の
七

二

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
七

三

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
五
十
三
条
の
三

（
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
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